
【
研
究
ノ
ー
ト
】

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に

　
　
　

―
県
統
計
書
の
活
用

坂
野　

鉄
也

は
じ
め
に

　

滋
賀
県
は
い
わ
ゆ
る
「
移
民
県
」
で
は
な
い
も
の
の
、
地
域
に
住
む
も
の
に
と
っ

て
移
民
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
明
治
初
年
か
ら

一
九
四
五
年
の
間
に
多
く
の
海
外
移
民
を
輩
出
し
た
広
島
、
山
口
、
和
歌
山
、
そ
れ

に
一
九
四
五
年
以
降
も
多
く
の
移
民
を
送
り
出
し
た
沖
縄
な
ど
に
比
す
ほ
ど
で
は
な

い
に
せ
よ
、
滋
賀
か
ら
の
移
民
も
少
な
い
わ
け
で
は
な
い（
１
）。
滋
賀
県
、
そ
れ
も
、
と

り
わ
け
多
く
の
移
民
を
送
出
し
た
湖
東
地
域
に
現
に
暮
ら
す
人
々
の
な
か
に
は
、
移

民
に
繋
が
る
親
類
縁
者
が
い
た
り
、
地
域
の
移
民
に
か
か
わ
る
語
り
を
耳
に
し
た
り

す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
移
民
と
い
う
社
会
現
象
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く

な
い
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
カ
ナ
ダ
へ
の
出
移
民
と
い

う
点
で
見
れ
ば
、
滋
賀
県
の
重
要
度
は
よ
り
明
確
と
な
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
の

カ
ナ
ダ
在
留
日
本
人
の
な
か
で
最
も
多
か
っ
た
の
は
滋
賀
県
出
身
者
で
あ
っ
た（
２
）。

　

研
究
史
上
で
も
、滋
賀
県
に
か
ん
す
る
出
移
民
研
究
の
必
要
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
の
『
海
外
旅
券
下
付
返
納
表
申
達
一
件
』
と
い
う
史
料
群
か

ら
明
治
維
新
以
来
の
出
移
民
の
一
人
一
人
に
つ
い
て
デ
ー
タ
化
を
お
こ
な
っ
た
舟
橋

和
夫
は
、「
新
た
な
事
実
」
を
三
点
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
三
点
目
で
次
の
よ
う

に
滋
賀
県
を
「
実
質
的
な
移
民
県
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　

�

３
点
目
は
、
従
来
の
研
究
が
広
島
、
山
口
、
和
歌
山
、
沖
縄
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
移

民
県
」
と
い
わ
れ
る
県
を
中
心
と
し
て
研
究
が
進
展
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
上
記
の
移
民
県
以
外
に
、
北
海
道
、
福
島
、
熊

本
、
長
崎
、
福
岡
、
滋
賀
4

4

な
ど
い
ま
ま
で
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
実
質
的
な
移

民
県
の
研
究
を
早
急
に
は
じ
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る（
３
）。（
傍
点
は
筆
者

に
よ
る
。）

い
わ
ゆ
る
「
移
民
県
」
だ
け
で
な
く
、
滋
賀
県
の
よ
う
な
「
実
質
的
な
移
民
県
」
の

研
究
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
滋
賀
県
か
ら
の
出
移
民
史
の
全
体
像
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
て
い

な
い
。
た
し
か
に
、
舟
橋
が
「
新
た
な
事
実
」
を
述
べ
た
一
九
九
二
年
以
前
か
ら
い

く
つ
か
の
研
究
は
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
滋
賀
県
全
体
を
対
象
と
し
移

住
先
を
限
定
し
な
い
包
括
的
な
研
究
と
、
滋
賀
県
内
の
移
民
卓
越
地
域
に
焦
点
を
当

て
た
も
の
、
あ
る
い
は
移
住
先
を
特
定
す
る
個
別
研
究
の
大
き
く
二
系
統
の
研
究
に

分
け
ら
れ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
戦
後
、
滋
賀
県
お
よ
び
関
西
地
域
で
移
住
事

業
に
か
か
わ
り
滋
賀
県
海
外
移
住
家
族
会
の
会
長
も
務
め
た
川
崎
愛
作
に
よ
る
一
連

の
著
作
が
あ
る
の
み
な
の
で
あ
る（
４
）。

た
ほ
う
個
別
研
究
と
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
研

究
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
送
出
地
も
し
く
は
移
住
先
を
限
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
全

体
像
を
提
示
す
る
意
図
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

　

個
別
研
究
の
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
移
民
卓
越
地
域
と
さ
れ
る
旧
犬
上
郡
を
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
た
諸
研
究
で
あ
る
。
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
こ
な
わ

れ
た
立
命
館
大
学
の
地
理
学
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
調
査
研
究
が
あ
り
、
そ
の
成
果
は

『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
』
第
十
四
号
（
一
九
六
四
年
三
月
）
を
「
特

五
七

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に



集　

湖
東
移
民
村
の
研
究
」
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
戸
上
宗
賢
編
『
ア

メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
―
移
住
か
ら
自
立
へ
の
歩
み
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
六
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
、
福
田
徹
「
滋
賀
県
に
お
け
る
北
米
移
民
の
空

間
分
布
」（
三
一
〜
五
五
頁
）、
河
村
能
夫
「
出
移
民
集
落
の
社
会
経
済
的
性
格
―
滋

賀
県
犬
上
郡
に
お
け
る
計
量
分
析
―
」（
五
七
〜
八
五
頁
）
そ
し
て
、舟
橋
和
夫
「「
ア

メ
リ
カ
村
」
と
呼
び
寄
せ
移
民
」（
八
七
〜
一
〇
三
頁
）
が
あ
る
。
こ
の
三
報
の
い

ず
れ
も
移
住
先
を
ア
メ
リ
カ
合
州
国
、
ハ
ワ
イ
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
の
北
米
地
域

に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
二
報
は
表
題
の
と
お
り
犬
上
郡
あ
る
い
は

郡
内
の
村
を
対
象
と
し
て
い
る
。
ま
た
福
田
の
論
文
も
滋
賀
県
全
体
を
分
析
対
象
と

し
、
県
内
の
ほ
か
の
地
域
と
の
比
較
と
い
う
視
点
は
あ
る
と
は
い
え
、
移
民
卓
越
地

域
の
分
析
に
焦
点
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」を
含
む
三
章
構
成
の
う
ち
、

第
二
章
は
「
湖
東
移
民
の
地
理
学
的
考
察
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
る
。

　

さ
ら
に
県
内
地
域
を
限
定
し
た
も
の
に
は
、
市
町
村
の
史
誌
に
お
け
る
記
述
も
あ

る
が
、
移
民
に
つ
い
て
章
、
節
、
あ
る
い
は
項
さ
え
も
立
て
て
い
な
い
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る（
５
）。
ま
た
市
町
村
史
誌
で
は
、
滋
賀
県
全
体
の
概
況
に
つ
い
て
は
先
行
研

究
を
踏
襲
す
る
の
み
で
あ
り
、
全
体
状
況
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
な
る
も
の
で
も

な
い（
６
）。

　

ま
た
移
住
先
ご
と
の
日
系
移
民
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
滋
賀
県
が
主
題
化

さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
滋
賀
県
出
身
者
の
多
い
カ
ナ
ダ
移
民
史
に
お
い
て

も
、
滋
賀
県
や
そ
の
出
身
者
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
り
、
分
析
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

あ
る
も
の
の（
７
）、

滋
賀
県
そ
の
も
の
に
焦
点
を
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
唯
一

の
例
外
と
い
え
る
の
は
、
末
永
國
紀
の
「
絹
布
商
事
会
社
「
シ
ル
コ
ラ
イ
ナ
ー
」
の

創
業
と
経
営
―
滋
賀
県
移
民　

桑
原
佐
太
郎
・
北
川
源
蔵
の
経
営
戦
略
―
」（『
日

系
カ
ナ
ダ
移
民
の
社
会
史
―
太
平
洋
を
渡
っ
た
近
江
商
人
の
末
裔
た
ち
』
所
収
、

二
〇
一
〇
年
、
三
三
〜
八
九
頁
。）
で
あ
ろ
う（
８
）。

　

以
上
の
と
お
り
、
第
二
の
系
統
に
お
い
て
は
、
滋
賀
県
全
体
を
俯
瞰
し
よ
う
と
す

る
視
点
は
な
く
、
滋
賀
県
を
対
象
と
す
る
出
移
民
史
研
究
は
、
第
一
の
系
統
に
あ
た

る
川
崎
の
著
作
の
み
だ
と
言
っ
て
よ
い
。舟
橋
の
指
摘
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

滋
賀
県
全
体
を
主
題
と
す
る
出
移
民
史
研
究
は
管
見
の
か
ぎ
り
現
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
一
九
九
二
年
以
降
、
日
本
に
お
け
る
出
移
民
史
研
究
や
移
民

研
究
そ
の
も
の
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
背
景
と
し
た
労
働
力
の
国
際
移
動
に

か
ん
す
る
研
究
か
ら
刺
激
を
受
け
つ
つ
あ
ら
た
な
段
階
に
入
っ
て
い
る
。た
と
え
ば
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
出
移
民
史
研
究
を
概
観
し
た
石
川
知
紀
は
、
い
く
つ
か
の
新

し
い
動
向
を
指
摘
す
る（
９
）。ま

ず
一
つ
は
世
界
に
お
け
る
出
移
民
研
究
の
動
向
で
あ
る
。

一
九
世
紀
は
じ
め
、
一
八
一
五
年
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
終
結
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
大
西
洋
を
越
え
る
移
住
が
本
格
化
し
、
労
働
力
の
国
際
移
動
が
大
規
模
に
展
開
さ

れ
る
時
代
に
は
い
る
が
、
こ
の
国
際
移
動
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
従
来
の
「
古

典
的
な
プ
ッ
シ
ュ
・
プ
ル
要
因
」
で
は
捉
え
き
れ
な
い
移
民
現
象
が
あ
り
、「
移
民

を
移
住
戦
略
の
主
体
と
し
て
描
く
た
め
、
越
境
の
軌
跡
、
越
境
者
と
国
家
の
概
念
」

が
取
り
い
れ
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る）
（（
（

。
ま
た
第
二
に
、
日
本
に
か
ん
す
る
出
移
民

史
研
究
に
お
い
て
は
俯
瞰
的
、
あ
る
い
は
全
体
的
な
研
究
が
出
て
き
た
こ
と
を
指
摘

す
る
。
そ
の
ひ
と
つ
が
上
述
の
舟
橋
の
仕
事
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
岡
部
牧
夫

『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』（
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
五
六
、
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）

で
あ
る）
（（
（

。
じ
っ
さ
い
岡
部
は
、
移
住
先
の
三
類
型
と
移
民
史
の
四
時
期
区
分
に
よ
っ

て
、
近
現
代
日
本
史
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
移
民
や
移
民
現
象
の
全
体
像
を
第
二

次
世
界
大
戦
後
に
至
る
ま
で
あ
ざ
や
か
に
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号

五
八



も
石
川
の
レ
ヴ
ュ
ー
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
論
考
に
お
よ
ぶ
が
、
そ
の
一
番
の
ポ
イ

ン
ト
は
全
体
性
、俯
瞰
性
、あ
る
い
は
、マ
ク
ロ
な
視
点
の
獲
得
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

そ
の
う
え
で
、
石
川
は
「
お
わ
り
に
」
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

日
本
人
移
民
研
究
の
方
法
論
に
つ
い
て
、
ひ
と
つ
の
思
考
法
・
考
え
方
を
提
示

し
て
み
る
。
日
本
人
移
民
の
全
体
像
を
見
る
に
は
、
大
空
を
飛
ぶ
鳥
の
眼
の
よ

う
な
マ
ク
ロ
な
、
ま
た
、
地
を
這
う
虫
の
眼
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
な
、
両
方
を
兼

ね
備
え
た
複
眼
的
・
総
合
的
な
視
点
か
ら
の
理
論
と
、
現
場
を
重
視
す
る
実
証

的
な
分
析
・
考
察
を
心
が
け
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
移
民
を
世
界
の

な
か
、
ア
ジ
ア
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
日
本
国
全
体
と
し
て
、
つ
い
で

都
道
府
県
単
位
の
地
方
の
段
階
ま
で
精
細
な
地
道
な
研
究
に
邁
進
す
べ
き
で
あ

ろ
う）
（（
（

。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
石
川
の
提
言
や
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
出
移
民
研
究
の
動
向
を

念
頭
に
お
き
つ
つ
、
川
崎
が
用
い
た
『
滋
賀
県
統
計
書
』（
以
下
、
資
料
群
と
し
て

表
記
す
る
ば
あ
い
に
は
、
二
重
鉤
括
弧
を
付
す
。
個
々
の
年
次
の
も
の
に
つ
い
て
は

年
号
を
付
し
た
上
で
、
書
名
と
同
様
に
二
重
鉤
括
弧
を
付
す
。）
と
い
う
統
計
資
料

の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
の
活
用
の
可
能
性
を
提
示
す
る
。

　

そ
の
構
え
の
鍵
は
、
海
外
へ
の
移
住
を
特
別
な
も
の
と
し
て
扱
わ
な
い
こ
と
に
あ

る
。
あ
る
郡
か
ら
別
の
郡
へ
の
移
住
に
せ
よ
海
外
へ
の
移
住
に
せ
よ
そ
の
距
離
に
か

か
わ
ら
ず
、あ
る
市
町
村
か
ら
の
人
の
移
動
を
全
体
と
し
て
見
る
。
つ
ま
り
本
稿
は
、

居
住
地
を
離
れ
外
に
出
て
い
く
と
い
う
行
為
を
社
会
現
象
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
何

が
見
え
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
の
端
緒
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
近
世

に
は
「
近
江
商
人
」
と
し
て
地
商
い
で
は
な
く
地
域
外
と
の
取
引
を
求
め
た
人
々
を

先
達
に
も
ち
、
近
代
に
お
い
て
海
外
へ
の
移
民
も
多
く
輩
出
し
た
「
実
質
的
な
移
民

県
」
で
あ
る
滋
賀
県
は
そ
の
事
例
と
し
て
有
意
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
お
け
る
排
日
運
動
と

そ
の
帰
結
と
し
て
の
一
九
二
四
年
の
い
わ
ゆ
る
「
排
日
移
民
法
」
を
う
け
て
、
ブ
ラ

ジ
ル
へ
の
移
民
の
国
策
化
が
始
ま
る
一
九
二
五
（
大
正
一
四
）
年
を
終
端
と
す
る）
（（
（

。

そ
れ
は
、
舟
橋
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
滋
賀
県
の
海
外
移
民
の
ピ
ー
ク
が
明
治
・
大

正
期
、
後
述
す
る
と
お
り
、
明
治
四
〇
年
と
大
正
七
年
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。
さ

ら
に
使
用
す
る
『
滋
賀
県
統
計
書
』
と
い
う
資
料
は
、
つ
ね
に
一
定
の
デ
ー
タ
を

提
供
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
以
前
、
そ
し
て

一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
分
析
に
必
要
な
デ
ー
タ
が
え
ら
れ

な
い
。
そ
の
た
め
、
厳
密
な
意
味
で
の
対
象
期
間
は
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
か

ら
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
ま
で
と
な
る
。

資
料
と
し
て
の
『
滋
賀
県
統
計
書
』

　

如
上
の
と
お
り
本
稿
で
は
、
川
崎
が
用
い
た
『
滋
賀
県
統
計
書
』
の
出
移
民
史
料

と
し
て
の
価
値
を
示
す
こ
と
を
目
的
の
ひ
と
つ
と
す
る
が）
（（
（

、
こ
の
よ
う
な
「
府
県
統

計
書
」
は
明
治
期
以
来
、
日
本
全
国
の
府
県
の
そ
れ
ぞ
れ
で
作
成
さ
れ
、
府
県
域
内

の
人
口
動
態
・
経
済
活
動
・
教
育
な
ど
に
か
か
わ
る
統
計
を
網
羅
し
、
原
則
、
毎
年

ま
と
め
ら
れ
た
統
計
資
料
で
あ
る
。
府
県
統
計
書
は
こ
れ
ま
で
お
も
に
、産
業
分
析
、

道
路
・
港
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
の
整
備
分
析
な
ど
経
済
史
研
究
の
分
野

で
使
わ
れ
て
き
た
が
、
移
民
研
究
に
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い）
（（
（

。

　

し
か
し
、
花
木
宏
直
は
府
県
統
計
書
の
利
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
、
出
移

民
研
究
へ
の
使
用
を
推
奨
す
る
。
移
民
の
数
的
側
面
に
つ
い
て
は
従
来
、
外
務
省
外

交
史
料
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
と
い
う
形
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
旅
券
下
付
表
」

五
九

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に



や
移
民
会
社
等
が
作
成
す
る
「
渡
航
者
名
簿
」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
旅
券
下
付
表
」
は
渡
航
者
の
姓
の
五
十
音
順
や
旅
券
下
付
日
、
渡
航
許
可
日
の
順

に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
送
出
地
域
ご
と
の
特
性
を
広
域
的
か
つ
通
時
的
に
調
査
す
る

た
め
に
は
膨
大
な
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た）
（（
（

。
ま
た
、
移
民
会
社
が
作
成
し
た

渡
航
者
名
簿
に
は
記
載
事
項
に
住
所
の
情
報
が
欠
け
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
単
体
と

し
て
の
活
用
が
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た）
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
府
県
統
計
書
は
ま
ず
、
当
該

府
県
内
の
市
郡
単
位
で
の
出
移
民
数
を
与
え
て
く
れ
る
。
ま
た
、
旅
券
の
下
付
を
受

け
た
も
の
の
な
か
に
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
に
よ
り
渡
航
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
お

り
、「
旅
券
下
付
表
」
で
は
実
際
の
渡
航
者
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
府
県
統
計
書
は
渡
航
者
数
だ
け
で
な
く
在
留
者
数
も
示
し
て
く
れ
る
こ
と

も
あ
り
、
よ
り
正
確
な
渡
航
者
数
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る）
（（
（

。

　

ま
た
花
木
が
指
摘
し
て
い
る
点
以
外
に
も
、
府
県
統
計
書
が
優
れ
て
い
る
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
、「
旅
券
下
付
表
」
に
は
現
れ
な
い
渡
航
者
数
あ
る
い
は
在
留
者
数
が

示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
朝
鮮
（
大
韓
帝
国
）
へ
の
渡
航
は
、
実
質
的
に

日
本
の
保
護
国
と
さ
れ
た
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
以
降
、
旅
券
が
不
要
と
な
っ

た）
（（
（

。
そ
の
た
め
、朝
鮮
へ
の
渡
航
者
は
「
旅
券
下
付
表
」
に
は
現
れ
て
こ
な
く
な
る
。

ま
た
、
日
清
戦
争
後
の
台
湾
、
日
露
戦
争
後
の
関
東
州
な
ど
日
本
の
統
治
下
に
置
か

れ
旅
券
が
不
要
と
な
っ
た
地
域
へ
の
移
住
者
は
そ
の
把
握
を
別
の
史
料
に
依
存
せ
ね

ば
な
ら
な
い）
（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
府
県
統
計
書
に
は
そ
う
し
た
地
域
の
渡
航
者
数
も

し
く
は
在
留
者
数
が
示
さ
れ
る
。
上
述
の
岡
部
は
、
移
住
先
を
（
一
）
独
立
の
主
権

国
家
、（
二
）
独
立
の
主
権
国
家
の
植
民
地
・
勢
力
圏
、（
三
）
日
本
自
身
が
植
民
地
・

勢
力
圏
と
し
て
い
る
地
域
、
と
三
つ
に
類
型
し
て
い
る
が）
（（
（

、「
旅
券
下
付
表
」
で
は

抜
け
お
ち
る
、
こ
の
（
三
）
に
か
ん
す
る
数
値
が
府
県
統
計
書
で
は
別
の
表
か
ら
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
府
県
統
計
書
」
に
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
植
民
地
・
勢
力
圏
だ
け
で
な

く
、
北
海
道
へ
の
移
住
者
数
や
寄
留
者
数
も
示
さ
れ
る
。
移
住
先
に
お
け
る
政
治
史

を
分
析
し
た
塩
出
浩
之
は
、「
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
北
海
道
へ
の
移
住
は
南
樺

太
へ
の
移
住
と
連
続
性
を
有
し
て
お
り
、
北
海
道
を
「
国
内
」
と
し
て
例
外
視
す
る

認
識
は
、戦
後
日
本
の
国
境
を
前
提
と
し
な
い
限
り
成
り
立
た
な
い
」と
い
う）
（（
（

。彼
は
、

北
海
道
を
日
本
国
内
の
「
辺
境
」
あ
る
い
は
「
内
国
植
民
地
」
と
捉
え
る
一
般
的
な

理
解
に
対
し
て
、「
近
代
の
北
海
道
は
一
貫
し
て
大
和
人
に
よ
る
移
住
植
民
地
化
の

対
象
」
で
あ
っ
て）
（（
（

、「
明
治
維
新
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
北
海
道
は
属
領
」
で
あ
っ

た
と
捉
え
る）
（（
（

。
つ
ま
り
、
北
海
道
は
、
朝
鮮
や
台
湾
、
南
樺
太
と
同
様
で
あ
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、府
県
統
計
書
の
作
成
者
た
ち
、あ
る
い
は
同
時
代
の
人
々

の
意
識
の
表
れ
で
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
滋
賀
県
統
計
書
』
に
は
北
海
道

移
住
に
か
ん
す
る
統
計
表
が
別
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
時
期
が
あ
る）
（（
（

。

　

そ
し
て
何
よ
り
も
、
府
県
統
計
書
に
は
海
外
、「
属
領
」
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ

る
内
地
の
都
市
部
へ
の
移
住
を
含
め
た
人
の
移
動
に
か
か
わ
る
デ
ー
タ
も
記
載
さ
れ

て
い
る
。
滋
賀
県
の
人
々
が
寄
留
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
大
阪
や
京
都
、
そ
し
て
首

都
の
東
京
、
ま
た
近
県
の
工
業
地
と
し
て
の
愛
知
な
ど
へ
の
人
の
移
住
と
海
外
、「
属

領
」
へ
の
移
住
と
の
関
係
を
検
討
し
う
る
デ
ー
タ
が
県
統
計
書
に
は
あ
る
。
移
住
先

を
問
わ
ず
社
会
現
象
と
し
て
の
移
住
、
居
住
す
る
市
町
村
を
出
る
こ
と
の
全
容
を
つ

か
む
こ
と
、
そ
れ
が
出
移
民
の
理
解
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
府
県
統
計
書
は
、
経
時
的
な
変
化
を
追
う
う
え
で
は
か
な
ら
ず
し
も
使
い

や
す
い
資
料
で
は
な
い
。
統
計
項
目
の
変
化
が
多
く
、
同
じ
範
疇
の
情
報
が
つ
ね
に

得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
の
出
移
住
に
か
か
わ

る
統
計
で
は
、
台
湾
、
関
東
州
、
そ
し
て
朝
鮮
に
渡
航
・
在
留
す
る
人
々
に
か
ん
す

る
表
は
、
後
述
の
と
お
り
、
つ
ね
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
安
定
的
に

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
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〇



同
一
の
情
報
が
示
さ
れ
な
い
の
で
あ
る）
（（
（

。

　

府
県
統
計
書
の
こ
れ
ら
の
全
般
的
な
特
徴
を
踏
ま
え
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
の
出

移
民
資
料
と
し
て
の
特
性
を
あ
げ
る
と
次
の
と
お
り
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
花
木
が

お
こ
な
っ
た
、
沖
縄
を
含
む
中
四
国
、
九
州
一
七
県
の
、
明
治
初
年
か
ら
一
九
四
一

年
ま
で
の
県
統
計
書
に
お
け
る
出
移
民
関
係
項
目
に
つ
い
て
の
悉
皆
調
査
を
参
照
す

る）
（（
（

。

　

ま
ず
花
木
は
、
一
七
県
の
県
統
計
書
に
お
け
る
海
外
へ
の
出
移
民
関
係
項
目
の
初

出
は
、一
八
七
八
（
明
治
一
一
）
年
の
大
分
県
に
お
け
る
「
洋
行
」（
該
当
者
数
二
名
）

と
「
外
国
送
籍
」（
該
当
者
数
〇
名
）
を
あ
げ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
滋
賀
県
の
ば

あ
い
、
入
手
で
き
る
最
古
の
統
計
書
は
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
の
も
の
で
あ
る

が）
（（
（

、
一
八
八
三
年
か
ら
一
八
八
五
年
ま
で
の
統
計
書
に
は
「
戸
数
及
人
口
」
に
「
出

入
寄
留
ノ
人
員
」
と
い
う
郡
ご
と
の
人
の
出
入
に
か
ん
す
る
表
は
あ
る
も
の
の
そ
の

行
き
先
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
最
初
に
出
移
民
関
係
の
項
目
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の

は
『
自
明
治
十
九
年
至
明
治
二
十
一
年
滋
賀
県
統
計
書
』
で
あ
り
、「
戸
数
及
人
口
」

に
「
海
外
在
留
人
員
」
と
い
う
表
が
掲
載
さ
れ
、
郡
単
位
の
海
外
在
留
者
数
が
示
さ

れ
る
。
こ
れ
は
上
記
一
七
県
の
う
ち
、
鳥
取
、
岡
山
、
福
岡
と
同
じ
一
八
八
六
（
明

治
一
九
）
年
の
海
外
在
留
者
統
計
で
あ
り）
（（
（

、
大
分
の
「
洋
行
」
を
除
く
と
最
古
の
も

の
と
な
る）
（（
（

。
し
か
し
、
鳥
取）
（（
（

、
岡
山
、
福
岡
の
統
計
書
に
お
い
て
は
「
戸
数
及
人
口
」

（
福
岡
県
の
ば
あ
い
、「
戸
数
建
物
及
人
口
」
）
の
「
出
入
ノ
人
員
」
と
い
う
表
で
「
外

国
行
」
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
、
滋
賀
県
の
み
が
「
海
外
在
留
人

員
」
と
い
う
別
立
て
の
表
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
滋
賀
県
も
次
に
発
行
す
る

統
計
書
、
す
な
わ
ち
『
明
治
二
十
二
年
滋
賀
県
統
計
書
』
に
お
い
て
は
、
ほ
か
の
三

県
と
同
様
に
、「
人
口
ノ
出
入
」
と
い
う
表
の
な
か
で
「
外
国
行
」
と
い
う
形
で
あ

ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

府
県
統
計
書
に
あ
ら
わ
れ
る
「
外
国
行
」
に
つ
い
て
、
花
木
は
福
岡
県
を
事
例
に

当
該
年
次
に
お
け
る
渡
航
者
で
は
な
く
「
在
外
者
数
」
と
す
る）
（（
（

。『
滋
賀
県
統
計
書
』

に
お
い
て
も
、
そ
の
数
値
の
推
移
か
ら
み
て
渡
航
者
数
で
は
な
く
在
留
者
数
と
考
え

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
明
治
三
一
年
滋
賀
県
統
計
書
』
で
は
「
海
外
渡

航
人
員
ノ
一
（
全
管
）
」
と
い
う
表
の
但
書
に
お
い
て
、「
本
表
は
明
治
三
十
一
年

中
本
県
ニ
於
テ
旅
券
ヲ
下
附
セ
シ
人
員
ノ
ミ
ヲ
掲
載
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
故
ニ
前
出
々
入

人
員
表
外
国
行
ノ
モ
ノ
ト
同
一
視
ス
ベ
カ
ラ
ス
」
と
あ
り
、「
外
国
行
」
に
記
載
さ

れ
る
人
数
が
渡
航
者
数
で
は
な
く
、
在
留
者
数
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
移
民
関
係
の
項
目
の
違
い
や
記
載
年
次
の
限
定
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
花

木
に
よ
れ
ば
、
府
県
単
位
の
「
出
移
民
の
多
寡
と
、
府
県
統
計
書
に
お
け
る
移
民
関

係
項
目
の
詳
細
さ
と
の
間
に
、
必
ず
し
も
相
関
関
係
は
み
ら
れ
な
い
」
と
い
う）
（（
（

。
如

上
の
と
お
り
、
滋
賀
県
の
ば
あ
い
は
、
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
統
計
書
に
は

「
人
口
ノ
出
入
」
に
「
外
国
行
」
と
い
う
項
目
の
も
と
に
郡
ご
と
の
海
外
在
留
者
数

が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年
か
ら
は
「
人
口
ノ
出
入
」
に

市
町
村
別
表
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
人
の
移
動
が
把
握

可
能
と
な
る
。

　

花
木
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
海
外
在
留
者
数
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
沖
縄
県
が
最
初
で
あ
る
が）
（（
（

、
そ
の
沖
縄
県
を
除
く
と

高
知
県
が
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
か
ら
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
次
ぐ
の
は

島
根
県
の
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
で
あ
る
。
明
治
期
に
お
い
て
市
町
村
レ
ヴ
ェ

ル
の
海
外
在
住
者
数
が
得
ら
れ
る
の
は
、
上
記
一
七
県
の
う
ち
、
こ
の
三
県
の
み
で

あ
り
、
滋
賀
県
が
総
体
的
に
早
い
時
期
か
ら
市
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
の
数
値
を
掲
載
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

花
木
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
渡
航
者
・
在
留
者
数
だ
け
で
は
な
く
、
渡
航
先
に
つ

六
一

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に



い
て
も
府
県
統
計
書
に
は
記
載
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、広
島
県
で
は
、一
八
九
四
（
明

治
二
七
）
年
の
県
統
計
書
の
「
海
外
渡
航
」
に
「
海
外
渡
航
者
旅
券
下
附
及
証
明
員

数
」
の
表
が
あ
ら
わ
れ
、
渡
航
先
別
に
人
数
が
示
さ
れ
る）
（（
（

。
ま
た
長
崎
県
も
『
明
治

二
四
年
／
明
治
二
五
年
／
明
治
二
六
年
長
崎
県
統
計
書
』に
「
戸
数
及
人
口
」に
「
海

外
旅
行
及
帰
国
者
人
員
」
の
表
が
掲
載
さ
れ
、
渡
航
先
ご
と
の
人
数
が
示
さ
れ
て
い

る）
（（
（

。
滋
賀
県
の
ば
あ
い
も
、
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
の
県
統
計
書
に
渡
航
目
的

別
の
渡
航
先
表
が
登
場
す
る
。
ま
た
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
か
ら
は
、「
旅
券

下
附
人
員
表
」
が
毎
年
掲
載
さ
れ
、
渡
航
目
的
と
と
も
に
市
郡
ご
と
の
渡
航
先
も
わ

か
る
よ
う
に
な
る
。
滋
賀
県
は
、
渡
航
先
に
か
か
わ
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
比
較
的

早
い
時
期
か
ら
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

と
は
い
え
『
滋
賀
県
統
計
書
』
に
は
、
出
移
民
の
経
済
的
寄
与
を
示
す
よ
う
な
送

金
額
の
表
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
。
花
木
は
送
金
額
表
が
「
移
民
県
」
と
し
て
知

ら
れ
る
広
島
県
だ
け
で
な
く
、
香
川
県
や
愛
媛
県
で
も
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て

お
り）
（（
（

、
こ
れ
は
「
移
民
県
」
で
あ
る
か
ど
う
か
と
は
関
係
が
な
い
。
送
金
額
表
の
有

無
は
出
移
民
数
と
は
無
関
係
で
あ
る
が
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
に
は
記
載
が
な
く
、

移
民
の
地
域
経
済
へ
の
寄
与
を
推
し
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い）
（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
移
民
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
統
計
書
で
あ
る

以
上
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
に
も
経
済
に
か
か
わ
る
統
計
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
移
民
送
出
要
因
の
分
析
に
用
い
ら
れ
る
農
地
の
所
有
面
積
、
自
営
・
小
作

比
率
、
あ
る
い
は
、
職
業
分
布
な
ど
は
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
児
玉
は
、

広
島
・
山
口
両
県
の
統
計
書
を
、
出
移
民
送
出
の
経
済
的
・
社
会
的
要
因
や
移
民
の

動
機
を
分
析
に
用
い
て
い
る）
（（
（

。
川
崎
は
も
っ
ぱ
ら
県
統
計
書
に
掲
載
さ
れ
る
海
外
旅

券
下
付
数
に
の
み
着
目
し
た
が
、
単
な
る
海
外
へ
の
渡
航
者
数
に
限
ら
ず
、
送
出
要

因
を
分
析
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
デ
ー
タ
も
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
滋
賀
県
統
計
書
』
は
総
体
的
に
早
い
時
期
か
ら
市
町
村
レ
ヴ
ェ
ル
を
含
め
た
海

外
在
留
者
数
を
示
し
て
お
り
、
出
移
民
数
の
数
的
な
側
面
を
把
握
す
る
う
え
で
有
用

な
資
料
と
い
え
る
。
ま
た
、
渡
航
者
数
・
渡
航
先
に
つ
い
て
も
そ
の
詳
細
表
が
早
い

時
期
か
ら
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
渡
航
者
数
と
渡
航
先
と
の
関
係
も
早
期
か
ら
把
握
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
ほ
う
、
送
金
表
は
一
度
も
掲
載
さ
れ
ず
、
出
移
民
の
経

済
的
寄
与
を
推
測
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
出
移
民
送
出
の
経
済
的
要
因
を
分
析
す

る
た
め
の
数
値
は
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
市
郡
単
位
の
、
場

合
に
よ
っ
て
は
市
町
村
単
位
で
の
人
の
移
動
を
見
る
た
め
に
有
用
な
デ
ー
タ
を
統
計

書
は
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
滋
賀
県
に
お
け
る
社
会
現
象
と
し
て

の
人
の
移
動
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
で
き
る
と
い
え
る
。

県
統
計
書
に
基
づ
く
出
移
民
数
の
経
時
変
化

　

如
上
の
よ
う
に
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
の
特
徴
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

具
体
的
な
活
用
例
と
し
て
出
移
民
数
の
経
時
変
化
を
取
り
あ
げ
る
。
そ
れ
は
、
既
存

の
研
究
で
示
さ
れ
る
渡
航
者
数
の
動
向
に
か
ん
す
る
指
摘
が
必
ず
し
も
十
分
と
は
い

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

上
述
の
と
お
り
、
滋
賀
県
の
出
移
民
は
カ
ナ
ダ
移
民
が
大
半
を
し
め
る
が
、
ハ
ワ

イ
や
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
い
っ
た
日
本
人
の
主
要
な
渡
航
先
だ
け
で
な
く
、
特
定
の

年
次
を
と
り
あ
げ
て
み
る
と
、
メ
キ
シ
コ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
い
っ
た
場
所
へ
の
渡
航

も
年
間
一
〇
〇
名
を
超
え
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
〇
八
（
明
治

四
一
）
年
に
ア
メ
リ
カ
合
州
国
と
日
本
と
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
た
紳
士
協
定
に

よ
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
・
カ
ナ
ダ
・
ハ
ワ
イ
へ
の
移
民
渡
航
が
禁
止
あ
る
い
は
制
限
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
年
、
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
に
は
、
ハ
ワ
イ
に

は
二
二
〇
人
、
メ
キ
シ
コ
に
は
一
五
六
人
が
「
出
稼
」
と
い
う
目
的
で
県
か
ら
「
海

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　
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外
旅
券
」
の
下
付
を
う
け
て
い
る）
（（
（

。
ま
た
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
は
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
へ
の
「
移
民
」を
目
的
と
し
て
旅
券
を
下
付
さ
れ
た
も
の
が
一
四
七
人
お
り
、

そ
の
年
の
カ
ナ
ダ
へ
の
旅
券
下
付
数
二
七
九
の
半
数
以
下
で
あ
る
も
の
の
、
ア
メ
リ

カ
合
州
国
の
一
二
三
よ
り
は
多
い
。

　

こ
う
し
た
側
面
も
踏
ま
え
川
崎
の
『
海
を
渡
っ
た
近
江
の
人
た
ち
』
で
は
カ
ナ
ダ

の
み
に
片
寄
ら
ず
、
多
様
な
渡
航
先
に
つ
い
て
在
留
者
県
人
会
の
資
料
な
ど
も
踏
ま

え
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た
移
民
個
人
の
足
跡
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、

川
崎
の
著
作
は
個
別
的
研
究
と
は
一
線
を
画
す
包
括
的
な
視
点
を
持
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
書
は
、
移
住
先
や
移
民
の
捉
え
方
と
い
う
点
に
お
い
て
二
つ
の
点
で

課
題
を
残
し
て
い
る
。

　

ま
ず
ひ
と
つ
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
移
住
先
を
日
本
の
「
非
勢

力
圏
」
に
限
定
し
た
点
で
あ
る
。
そ
の
た
め
当
時
の
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
、台
湾
、

そ
し
て
そ
れ
ら
と
同
様
に
「
属
領
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
北
海
道
が
視
野
に
入
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
北
海
道
に
つ
い
て
は
、
石
川
友
紀
の
お
こ
な
っ

た
出
移
民
の
三
類
型
、
北
海
道
移
民
型
、
契
約
移
民
主
体
型
・
自
由
移
民
主
体
型
、

中
国
大
陸
植
民
型
の
う
ち
、
契
約
移
民
型
・
自
由
移
民
主
体
型
に
分
類
さ
れ
る
滋
賀

県
が）
（（
（

、
移
住
者
数
の
点
で
は
北
海
道
行
の
方
が
上
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ

る）
（（
（

。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
、
旅
券
発
給
時
に
お
い
て
「
移
民
」
と
記
さ
れ
る
移
住
者

の
み
を
出
移
民
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。岡
部
は
、移
民
の
定
義
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
自

己
の
職
業
活
動
を
、
移
住
先
の
社
会
そ
の
も
の
の
な
か
で
実
現
し
て
い
る
」
こ
と
を

あ
げ
る）
（（
（

。
そ
し
て
、
彼
の
移
住
先
三
類
型
に
お
け
る
日
本
の
植
民
地
・
勢
力
圏
に
お

い
て
は
、「
中
小
商
工
業
者
、
農
・
漁
業
経
営
者
、
海
運
業
者
、
都
市
サ
ー
ビ
ス
業

者
と
い
っ
た
自
営
業
主
」、「
被
雇
用
者
の
場
合
は
熟
練
工
や
特
殊
な
技
能
者
、
事
務

職
員
、
教
員
、
官
公
吏
」
な
ど
が
移
住
者
の
中
心
と
な
る
と
し
て）
（（
（

、
旅
券
の
渡
航
目

的
上
の
「
移
民
」
あ
る
い
は
「
出
稼
」
だ
け
で
な
く
、「
非
移
民
」
と
さ
れ
る
人
々

も
移
民
と
し
て
分
類
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
滋
賀
県
に
お
い
て
も
、
一
九
〇
四
（
明
治
三
七
）
年
の
「
海
外
旅
券
下

付
人
員
ノ
一
」
表
に
よ
れ
ば
、「
米
領
布
哇
」
を
渡
航
先
と
し
た
旅
券
取
得
に
お
い

て
そ
の
目
的
が
「
農
漁
業
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
七
四
名
お
り
、「
出
稼
」
は
ゼ

ロ
で
あ
る
が
、「
出
稼
」
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
こ
れ
ら
の
旅
券
を
受
け
た

も
の
た
ち
を
「
移
民
」
の
範
疇
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
川

崎
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
配
慮
を
示
し
、
渡
航
目
的
に
「
移
民
」
と
い
う
項
が
で
き

る
一
九
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
の
前
年
ま
で
に
つ
い
て
は
、
旅
券
発
給
時
の
「
出

稼
」
の
項
に
加
え
て
「
農
業
・
漁
業
」
お
よ
び
「
職
工
」
を
加
え
て
い
る）
（（
（

。
し
か
し

一
九
一
〇
年
以
降
に
つ
い
て
も
削
除
す
べ
き
で
は
な
い
。た
と
え
ば
、一
九
一
〇
（
明

治
四
三
）
年
の
県
統
計
書
か
ら
、
神
崎
郡
の
男
女
一
名
ず
つ
に
メ
キ
シ
コ
行
き
の
海

外
旅
券
が
下
付
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、そ
の
目
的
は
「
農
業
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
二
人
は
同
郡
旭
村
木き
な
が
せ流
出
身
の
布
施
常
松
と
そ
の
姪
き
り
と
考
え
ら
れ
る
。
布

施
の
死
を
報
じ
る
小
学
校
同
窓
会
報
に
「
明
治
四
三
年
単
身
第
二
回
の
帰
朝
を
せ
ら

れ
滞
在
七
ヶ
月
姪
き
り
女
を
伴
ふ
て
彼
地
に
か
へ
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ

る）
（（
（

。
布
施
は
、
榎
本
武
揚
が
メ
キ
シ
コ
に
購
入
し
た
土
地
を
引
き
つ
い
だ
事
業
家
、

藤
野
辰
次
郎
（
愛
知
郡
日
枝
村
下
枝
出
身
）
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
農
場
管
理
人
で

あ
り
、
姪
き
り
を
養
女
と
し
て
メ
キ
シ
コ
に
連
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
も
ま

た
、
岡
部
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
移
民
で
あ
る
が
、
川
崎
の
表
か
ら
は
漏
れ
て
し
ま

う）
（（
（

。
岡
部
が
述
べ
た
よ
う
に
、
出
移
民
と
は
旅
券
に
示
さ
れ
る
「
移
民
」
だ
け
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
課
題
が
示
す
の
は
、
川
崎
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
る
出
移
民
史
の
不
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足
と
過
剰
で
あ
る
。
川
崎
の
出
移
民
史
に
は
、
移
民
の
加
害
者
性
は
表
出
し
な
い
。

移
住
を
旅
券
上
の
「
移
民
」
と
い
う
視
点
で
見
る
か
ぎ
り
、
植
民
地
宗
主
国
の
、
あ

る
い
は
統
治
・
支
配
す
る
も
の
と
い
う
加
害
は
示
さ
れ
な
い
。
た
ほ
う
移
住
先
の
国

家
に
国
民
と
し
て
統
合
さ
れ
る
、あ
る
い
は
敵
国
人
と
し
て
収
容
さ
れ
る
と
い
っ
た
、

あ
る
種
の
「
被
害
」
の
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
る
。
移
住
者
が
持
つ
渡
航
先
の
多
様

性
だ
け
で
な
く
、
移
住
者
そ
の
も
の
の
性
格
の
多
様
性
が
十
分
に
は
記
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
な
ん
ら
特
殊
な
技
能
を
も
た
な
い
者
が
、
海
を
渡
り
、

日
本
人
が
周
縁
的
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
土
地
に
お
い
て
艱
難
辛
苦
に
耐

え
る
と
い
う
移
民
物
語
が
あ
ら
か
じ
め
創
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
は
川
崎
の
み
に
責
を
帰
す
べ
き
で
は
な
い
。
移
住
者
自
身
の

も
の
も
含
め
、
日
本
の
出
移
民
に
か
か
わ
る
著
作
に
お
い
て
は
、
移
住
先
に
お
け
る

労
苦
を
語
る
と
い
う
も
の
が
常
套
で
あ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
移
住
者
を
視
野
に
入
れ
る
ば
あ
い
、
そ
の
被
害
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
や
む
を
え

な
い
。

　

し
か
し
、
あ
る
地
域
か
ら
の
出
移
民
を
社
会
現
象
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
ば
あ

い
、
移
住
先
、
移
住
者
自
身
の
多
様
性
を
視
野
に
入
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
特
徴
を

描
き
だ
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
点
も
踏
ま
え
、
改
め
て
『
滋
賀
県
統
計
書
』
を
見
直
し
て
み
る
。
ま
ず

一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
以
降
の
県
全
体
の
海
外
渡
航
者
数
の
変
化
を
各
年
次
の

海
外
渡
航
者
数
を
示
す
表
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
く）
（（
（

。
そ
の
変
化
は
図
に
示
し

た
と
お
り
と
な
る
。
渡
航
者
数
の
ピ
ー
ク
は
二
回
あ
り
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）

年
の
お
よ
び
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
の
そ
れ
ぞ
れ
九
一
八
人
、
九
九
一
人
と
、

一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
の
九
一
〇
人
で
あ
る
（
図
の
「
非
勢
力
圏
渡
航
者
数
」
軸

を
参
照）
（（
（
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こ
れ
ら
の
数
字
に
北
海
道
、
朝
鮮
、
台
湾
、
関
東
洲
へ
の
渡
航
者
数
を
加
味
す
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
日
本
の
植
民
地
・
勢
力
圏
を
含
め
た
渡
航
状
況
が
わ
か
る
。
し

か
し
残
念
な
が
ら
、
関
東
洲
に
つ
い
て
は
渡
航
者
数
を
全
く
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
わ
か
る
の
は
、
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年
末
と
一
九
〇
六
（
明
治
三
九
）
年

末
時
点
で
の
在
留
者
数
の
み
で
あ
る
。
ま
た
北
海
道
に
つ
い
て
は
渡
航
者
数
が
記
載

さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
か
ら
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年

お
よ
び
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
か
ら
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
の
み
で
あ
り
、
台

湾
に
つ
い
て
は
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
か
ら
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
お

よ
び
一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
か
ら
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
、
朝
鮮
に
つ
い
て
は

一
九
八
九
年
か
ら
一
九
〇
五
（
明
治
三
八
）
年）
（（
（

、
お
よ
び
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）

年
、
そ
し
て
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
二
〇
年
、
樺
太
に
つ
い
て
は
一
九
一
四
年
か
ら

一
九
二
〇
年
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
断
片
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
関

東
洲
を
除
い
た
四
地
域
に
つ
い
て
も
共
通
し
て
数
値
が
え
ら
れ
る
の
は
、
一
九
一
六

（
大
正
五
）
年
か
ら
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
ま
で
の
五
年
間
の
み
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
も
含
め
て
作
成
し
た
の
が
、
表
で
あ
り
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し

た
の
が
図
の
「
属
領
を
含
む
渡
航
者
数
」
で
あ
る
。
こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
る
の
は

ま
ず
、
移
住
先
に
北
海
道
、
植
民
地
を
含
め
て
も
一
九
〇
七
（
明
治
四
〇
）
年
と

一
九
一
八
（
大
正
七
年
）
が
移
住
者
数
の
二
つ
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
研
究
が
指
摘
し
た
海
外
渡
航

者
数
の
変
遷
と
同
じ
結
果
と
な
る
。

　

し
か
し
、
デ
ー
タ
の
不
足
が
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
傾
向
の
違
い

も
読
み
と
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
一
五
（
大
正
四
年
）
に
は
海
外
移
住
に
減
少
が

見
ら
れ
る
が
、
植
民
地
を
含
め
た
渡
航
者
数
に
減
少
は
見
ら
れ
な
い
。
北
海
道
へ
の

渡
航
者
数
が
得
ら
れ
な
い
た
め
定
か
で
は
な
い
が
、
北
海
道
の
渡
航
者
総
計
を
当
該

期
間
の
二
九
年
で
割
っ
た
年
あ
た
り
平
均
渡
航
者
数
三
四
八
名
を
想
定
し
、
デ
ー
タ

を
補
正
し
て
み
る
と
、
一
九
一
五
年
の
合
計
は
一
、四
〇
一
名
と
な
り
、
大
幅
な
落

ち
こ
み
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
様
に
、
北
海
道
へ
の
渡
航
者
数
が
得
ら
れ
な
い
期
間

に
こ
の
平
均
渡
航
者
数
を
足
す
と
、
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
一
六
年
の
間
の
北
海

道
・
植
民
地
を
含
め
た
渡
航
者
数
に
は
緩
や
か
な
上
昇
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
同
期
間
の
海
外
渡
航
者
数
は
一
九
一
五
年
の
大
き
な
減
少
も
あ
り
、
上
昇

も
下
降
も
い
ず
れ
の
傾
向
も
明
確
に
は
な
ら
な
い
（
図
の
「
属
領
を
含
む
渡
航
者
数

（
補
正
後
）
」
軸
を
参
照
。）。
ま
た
、
海
外
渡
航
者
数
は
、
第
一
次
ピ
ー
ク
の
あ
と
、

二
年
後
の
一
九
〇
九
年
に
最
小
値
を
示
し
、
一
九
一
五
年
に
再
度
、
大
幅
に
下
が
っ

て
か
ら
第
二
次
ピ
ー
ク
に
向
か
っ
て
い
く
が
、
補
正
後
の
北
海
道
、
植
民
地
を
含
め

た
渡
航
者
数
で
は
翌
一
九
一
〇
年
に
最
小
値
を
つ
け
た
あ
と
緩
や
か
な
上
昇
基
調
の

な
か
で
一
九
一
八
年
に
急
上
昇
を
見
せ
る
。

　

北
海
道
や
朝
鮮
な
ど
の
属
領
を
渡
航
先
と
す
る
数
値
を
不
完
全
な
が
ら
加
え
て
み

て
も
、
出
移
民
の
ピ
ー
ク
は
変
わ
ら
ず
、
一
九
〇
七
年
と
一
九
一
八
年
に
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
滋
賀
県
か
ら
「
本
土
」
外
へ
の
移
住
者
を
加
え
る
と
、
そ
の
二
つ
の

ピ
ー
ク
の
間
で
渡
航
者
数
の
傾
向
に
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

滋
賀
県
の
出
移
民
に
つ
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
移
民
に
お
け
る
滋
賀
県
出
身
者
の
多
さ

も
あ
り
、「
移
民
県
」
で
あ
る
広
島
、
山
口
、
和
歌
山
、
沖
縄
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
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無
視
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、移
住
先
と
し
て
の
カ
ナ
ダ
、

母
村
と
し
て
の
旧
犬
上
郡
磯
田
村
に
の
み
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
滋
賀
県
全
体
の
出
移

民
の
状
況
に
充
分
な
目
が
向
け
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
九
二
年
に
な
る
と
、
舟
橋
和
夫
は
滋
賀
を
「
実
質
的
な
移
民
県
」

と
位
置
づ
け
、
そ
の
研
究
の
必
要
を
示
し
た
。
ま
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
出
移
民

研
究
に
お
い
て
は
、
世
界
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
広
が
り
を
背
景
と
し
た

国
際
的
な
労
働
力
移
動
の
問
題
と
し
て
移
民
研
究
が
捉
え
な
お
さ
れ
る
な
か
で
、
日

本
か
ら
の
出
移
民
研
究
も
俯
瞰
的
な
研
究
が
登
場
し
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
岡
部
牧

夫
の
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』
で
は
、
出
移
民
の
四
時
期
区
分
、
移
住
先
の
三
類
型

と
い
っ
た
形
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
捉
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
出
移
民
と
い
う
社
会
的

な
現
象
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
た
。
ま
た
こ
う
し
た
傾
向
を
紹
介
し
つ
つ
、
石
川
知
紀

は
マ
ク
ロ
な
視
点
と
同
時
に
、
ミ
ク
ロ
な
視
点
を
あ
わ
せ
も
つ
複
眼
的
な
理
論
と
実

証
的
な
分
析
・
考
察
の
必
要
を
説
い
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
、「
実
質
的
な
移
民
県
」
で
あ
る
滋
賀
県
の
出
移
民
史
を
、
海

外
に
と
ど
ま
ら
ず
郡
内
、
県
内
、
あ
る
い
は
他
道
府
県
の
移
動
を
含
め
た
人
々
の
移

動
と
い
う
社
会
的
な
現
象
と
い
う
視
点
の
も
と
に
描
き
な
お
そ
う
と
す
る
試
み
は
有

意
な
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
ア
メ
リ
カ
村
」
と
呼
ば
れ
た
磯
田
村
か
ら
の
カ
ナ

ダ
移
民
は
、そ
う
し
た
滋
賀
県
に
お
け
る
様
々
な
人
の
移
動
の
一
つ
の
事
例
で
あ
り
、

人
の
移
動
と
い
う
全
体
的
な
現
象
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
視
点
の
も
と
に
、
人
の
移
動
を
捉
え
る
ば
あ
い
、『
滋
賀
県
統
計
書
』
と
い

う
資
料
は
非
常
に
有
益
な
デ
ー
タ
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
じ
っ
さ
い
、
出
移
民
卓
越

地
域
に
留
ま
ら
ず
滋
賀
県
全
体
を
視
野
に
い
れ
た
論
文
・
書
物
を
著
し
た
川
崎
愛
作

も
こ
の
資
料
を
用
い
た
。
し
か
し
彼
は
、
旅
券
下
付
数
に
の
み
目
を
向
け
、
そ
れ
以

外
の
デ
ー
タ
に
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
『
滋
賀
県
統
計
書
』
に
は
、
旅
券
下
付
数
に
限
ら
ず
、
多
様
な
デ
ー
タ

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
川
崎
が
ほ
と
ん
ど
着
目
し
な
か
っ
た
、
日
本
の

植
民
地
・
勢
力
圏
へ
の
移
動
に
か
ん
す
る
数
値
が
提
供
さ
れ
る
し
、
北
海
道
へ
の
移

住
・
退
去
者
の
表
も
あ
る
。ま
た
「
人
口
ノ
出
入
」と
い
う
表
に
は
日
本
の
植
民
地
・

勢
力
圏
、
そ
し
て
非
勢
力
圏
で
あ
る
「
外
国
」
の
、
出
身
市
郡
あ
る
い
は
出
身
市
町

村
ご
と
の
在
留
者
数
が
示
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
道
府
県
ご
と
の
出
寄
留
者
数
も
示
さ

れ
て
い
る
。
県
全
体
の
市
郡
ご
と
、
あ
る
い
は
市
町
村
ご
と
の
人
の
動
き
を
考
察
す

る
た
め
の
デ
ー
タ
が
豊
富
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
児
玉
正
昭
は
、
広
島
・
山
口
両
県
の
ハ
ワ
イ
移
民
を
分
析
す
る
う
え
で
、
移

民
送
出
の
経
済
的
・
社
会
的
要
因
を
扱
う
さ
い
に
県
統
計
書
に
記
載
さ
れ
た
職
業
分

布
、
自
営
・
小
作
比
率
や
土
地
所
有
面
積
等
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
い
る
。
府
県
統
計

書
は
そ
う
し
た
デ
ー
タ
を
市
郡
ご
と
に
示
し
て
く
れ
、
移
民
送
出
の
要
因
分
析
に
用

い
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

多
様
な
デ
ー
タ
が
掲
載
さ
れ
る
『
滋
賀
県
統
計
書
』
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、
植

民
地
・
勢
力
圏
、
そ
し
て
北
海
道
へ
の
移
動
に
か
ん
す
る
デ
ー
タ
を
用
い
て
、「
外

国
」に
限
ら
な
い
渡
航
者
数
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
と
い
う
点
の
み
を
示
し
た
。

一
九
〇
七
年
と
一
九
一
八
年
と
に
ピ
ー
ク
が
あ
る
こ
と
は
、
海
外
渡
航
者
数
の
推
移

と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
二
つ
の
ピ
ー
ク
の
あ
い
だ
に
つ
い
て
は
、
違
う
傾
向
が

見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
が
い
か
な
る
要
因
に
よ
る
も
の
な
の
か
を
探
る

た
め
に
も
ま
ず
は
、
い
わ
ゆ
る
海
外
出
移
民
、
非
勢
力
圏
へ
の
出
移
民
に
限
ら
ず
、

県
内
に
お
け
る
人
の
移
動
の
全
体
像
、
市
町
村
間
、
郡
外
、
あ
る
い
は
県
外
へ
の
移

動
、
い
わ
ゆ
る
「
内
地
」
に
お
け
る
都
市
圏
へ
の
移
動
と
い
っ
た
多
様
な
移
動
の
全

体
を
つ
か
む
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
社
会
現
象
と
し
て
の
人
の
移
動
で

あ
り
、
海
外
出
移
民
は
そ
の
文
脈
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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注
（
１
）　

た
と
え
ば
、
後
述
す
る
岡
部
牧
夫
が
作
成
し
た
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
三
七

年
の
道
府
県
別
累
計
移
民
数
に
よ
れ
ば
、
滋
賀
県
か
ら
の
移
民
数
は
全
体
の
一
三

位
、
一
三
、二
〇
五
名
で
あ
る
。
一
位
の
広
島
県
九
六
、一
八
一
名
、
二
位
の
沖
縄
県

六
七
、六
五
〇
名
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
少
な
い
が
、
滋
賀
県
も
比
較
的
多
く
の
移

民
を
送
出
し
た
県
で
あ
る
。
岡
部　

牧
夫　
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』　

山
川
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
、
一
七
頁
。
な
お
岡
部
は
、「
都
道
府
県
別
の
移
民
数
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
が
、
対
象
期
間
は
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
三
七
年
で
あ
り
、
一
九
三
七
年
時
点

で
未
だ
「
東
京
都
」
は
存
在
し
な
い
た
め
、「
道
府
県
別
」
と
い
う
表
現
を
用
い
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
2
）　

末
永　

國
紀　
『
日
系
カ
ナ
ダ
移
民
の
社
会
史
―
太
平
洋
を
渡
っ
た
近
江
商
人
の
末
裔

た
ち
』　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
三
三
－
三
四
頁
。

（
3
）　

舟
橋　

和
夫　
「
出
移
民
１
０
０
年
間
の
地
域
的
特
徴
と
そ
の
生
活
史
的
研
究
」　

平

成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、一
九
九
二
年
三
月
、

八
三
頁
。

（
4
）　

そ
れ
ら
は
、「
滋
賀
県
海
外
移
住
史
抄
」（『
移
住
研
究
』
第
一
三
号
、一
九
七
七
年
三
月
、

一
九
－
三
二
頁
。）
お
よ
び
「
滋
賀
県
海
外
移
住
史
資
料
Ⅱ
―
戦
前
の
海
外
移
住
者
統
計

―
」（『
移
住
研
究
』
第
一
九
号
、
一
九
八
二
年
三
月
、
一
〇
五
－
一
一
八
頁
。）、
そ
し
て

『
海
を
渡
っ
た
近
江
の
人
た
ち
―
滋
賀
県
海
外
移
住
史
』（
滋
賀
県
、
一
九
八
六
年
〔
非
売

品
〕）
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
滋
賀
県
海
外
移
住
史
抄
」
は
後
半
が
出
移
民
卓
越
地
域
で
あ

る
旧
犬
上
郡
磯
田
村
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）　

さ
す
が
に
、
移
民
卓
越
地
域
で
あ
っ
た
彦
根
の
市
史
、『
新
修　

彦
根
市
史
』
第
三
巻

　

通
史
編
近
代
（
二
〇
〇
五
年
）
に
は
ハ
ワ
イ
移
民
や
カ
ナ
ダ
移
民
に
つ
い
て
の
記
載
が

あ
る
。
ま
た
、
参
考
文
献
一
覧
に
は
、
そ
の
記
述
の
も
と
と
な
っ
た
小
林
隆
に
よ
る
論
考

二
報
も
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、「
カ
ナ
ダ
の
日
系
農
民
―
戦
前
の
滋
賀
県
出
身
者
を
中

心
に
―
」（『
近
江
地
方
史
研
究
』　

第
三
七
号
、
二
〇
〇
五
年
、
三
三
－
四
六
頁
。）
を
閲

覧
で
き
た
の
み
で
あ
る
。

（
6
）　

そ
の
中
で
例
外
と
い
え
る
の
は
、『
米
原
町
史　

通
史
編
』（
二
〇
〇
二
年
）
に
お
け

る
佐
々
木
敏
二
が
担
当
し
た
第
五
章
近
現
代
第
三
節
明
治
中
後
期
・
大
正
期
の
「
二　

カ

ナ
ダ
移
民
の
輩
出
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
佐
々
木
は
、
滋
賀
県
か
ら
最
初
に
カ
ナ
ダ
に
渡

っ
た
移
民
を
同
定
し
、
以
降
、
明
治
二
三
年
か
ら
の
カ
ナ
ダ
移
民
に
つ
い
て
、
一
部
の
姓

名
、
全
員
の
出
身
村
も
し
く
は
出
身
村
と
字
を
詳
述
し
て
い
る
。

（
7
）　

た
と
え
ば
一
九
九
二
年
以
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
辻
信
一
『
日
系
カ
ナ
ダ
人
』（
晶

文
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
は
、
本
文
冒
頭
に
記
さ
れ
る
座
談
会
参
加
者
四
名
の
う
ち
、
三

名
ま
で
が
滋
賀
県
出
身
者
で
あ
る
が
、
出
身
地
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

（
8
）　

こ
れ
は
、「
滋
賀
県
移
民
と
日
系
カ
ナ
ダ
絹
布
商
事
会
社
『
シ
ル
コ
ラ
イ
ナ
ー
』
の
創

業
」（『
経
済
学
論
集
』
第
四
九
巻
第
四
号
、
一
九
九
八
年
）
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。
末
永
『
日
系
カ
ナ
ダ
移
民
の
社
会
史
』、
ⅲ
－
ⅳ
頁
。

（
9
）　

石
川　

知
紀　
「
日
本
に
お
け
る
出
移
民
史
研
究
史
概
観
―
１
９
９
０
年
代
以
降
―
」

　
『
海
外
移
住
資
料
館　

研
究
紀
要
』　

第
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
、
一
－
一
三
頁
。

（
10
）　

石
川　
「
日
本
に
お
け
る
出
移
民
史
研
究
史
概
観
」、
二
－
三
頁
。
お
も
に
文
化
研
究

の
分
野
で
国
境
を
越
え
る
こ
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
さ
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き

た
「
越
境
者
」
と
い
う
概
念
は
、
日
本
の
移
民
研
究
の
分
野
に
も
現
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
米
山
裕
は
「「
日
系
人
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
「
越
境
日
本
人
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
転
換
」

が
必
要
だ
と
説
き
、「「
越
境
日
本
人
」
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
多
文
化
・
多
言
語
や
共
生
と
い

っ
た
現
代
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
む
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
米
山

　

裕　
「
環
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
の
移
動
性
を
再
発
見
す
る
」　

米
山
裕
・
河
原
典
史

編　
『
日
系
人
の
経
験
と
国
際
移
動
―
在
外
日
本
人
・
移
民
の
近
現
代
史
』　

人
文
書
院
、

二
〇
〇
七
年
、
一
三
－
一
四
頁
。
ま
た
近
年
で
は
、
塩
出
浩
之
『
越
境
者
の
政
治
史
―
ア

ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
の
移
民
と
植
民
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）

が
あ
り
、「
越
境
者
」
が
移
民
研
究
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
11
）　

石
川　
「
日
本
に
お
け
る
出
移
民
史
研
究
史
概
観
」、
四
－
五
頁
。

（
12
）　

石
川　
「
日
本
に
お
け
る
出
移
民
史
研
究
史
概
観
」、
一
一
－
一
二
頁
。

（
13
）　

長
谷
川　

雄
一　
「
排
日
移
民
法
と
満
州
・
ブ
ラ
ジ
ル
」　

三
輪　

公
忠
編
著　
『
日
米

危
機
の
起
源
と
排
日
移
民
法
』　

論
創
社
、
一
九
九
七
年
、
四
四
頁
。

（
14
）　

本
稿
で
は
滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
経
済
経
営
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
滋
賀

県
統
計
書
』（
明
治
三
七
年
以
降
は
『
滋
賀
県
統
計
全
書
』
）
原
本
お
よ
び
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム
か
ら
の
複
写
を
用
い
た
。
ま
た
、
所
蔵
が
欠
け
て
い
る
年
次
、
明
治
一
六
－
一
八

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号

六
八



年
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
所
収
の
も
の
に
よ
っ
た
。

�

（
15
）　

木
村
健
二
は
移
民
研
究
に
か
ん
す
る
動
向
論
文
の
な
か
で
移
民
の
統
計
数
値
の
問

題
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
府
県
統
計
書
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
木

村　

健
二　
「
近
代
日
本
の
移
植
民
研
究
に
お
け
る
諸
問
題
」　
『
歴
史
評
論
』　

五
一
三

号
、
一
九
九
三
年
一
月
、
一
一
－
一
三
頁
。
ま
た
、
府
県
統
計
書
を
用
い
た
研
究
と
し

て
は
、
後
述
す
る
以
下
が
あ
る
。
児
玉　

正
昭　
『
日
本
移
民
史
研
究
序
説
』　

渓
水
社
、

一
九
九
二
年
。

（
16
）　

上
述
の
舟
橋
の
研
究
は
ま
さ
に
そ
の
膨
大
な
時
間
を
投
じ
た
も
の
と
い
え
る
。

（
17
）　

花
木　

宏
直　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」　
『
移
民

研
究
』　

第
一
三
号
、
二
〇
一
七
年
、
一
－
二
頁
。

（
18
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
三
頁
。

（
19
）　

塩
出�　
『
越
境
者
の
政
治
史
』、
二
一
四
頁
。
た
だ
滋
賀
県
で
は
、
一
九
〇
五
年
も

朝
鮮
向
け
の
旅
券
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
に
は
一
九
〇
六
年
に
も
、
四
九
名
が

旅
券
を
下
付
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
通
商
局
編
纂　
『
自
明
治
元
年
至
大
正
九
年　

旅

券
下
付
数
及
移
民
統
計
』、
一
九
二
一
年
、
八
－
一
一
頁
。
同
書
は
、
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/

pid/1906396　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
。

（
20
）　

中
国
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
八
（
明
治
四
一
）
年
一
二
月
刊
の
『
明
治
四
十
年
滋
賀

県
統
計
全
書
』
に
お
け
る
「
清
国
」
へ
の
渡
航
者
へ
の
旅
券
下
付
が
最
後
と
な
り
、
翌
年

か
ら
の
統
計
書
に
中
国
行
き
の
旅
券
下
付
の
記
録
は
な
く
な
る
。

（
21
）　

岡
部　
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』、
八
頁
。

（
22
）　

塩
出　
『
越
境
者
の
政
治
史
』、
七
頁
。

（
23
）　

塩
出
は
、「
大
和
人
」
を
「
版
籍
奉
還
（
一
八
六
九
年
）
の
時
点
で
日
本
政
府
の
統
治

対
象
だ
っ
た
人
々
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
社
会
集
団
」
と
定
義
す
る
。
塩
出　
『
越
境
者
の

政
治
史
』、
一
二
頁
。

（
24
）　

塩
出　
『
越
境
者
の
政
治
史
』、
二
六
－
二
七
頁
。

（
25
）　

ま
た
た
と
え
ば
、
明
治
四
一
年
の
『
滋
賀
県
統
計
全
書
』
に
は
、「
北
海
道
移
住
民
船

車
賃
割
引
券
下
附
人
員
」
と
い
う
表
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
北
海
道
へ

の
移
住
者
に
対
し
て
、
以
前
の
ハ
ワ
イ
官
約
移
民
や
の
ち
の
国
策
化
し
た
ブ
ラ
ジ
ル
移
民

に
た
い
し
て
船
賃
が
支
給
さ
れ
た
よ
う
に
、
移
住
者
に
た
い
す
る
金
銭
的
支
援
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。北
海
道
は
そ
う
し
た
便
宜
が
図
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
移
住
先
で
あ
っ
た
。

な
お
、
谷
岡
武
雄
は
「
湖
東
移
民
の
地
理
的
考
察
」（『
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀

要
』　

第
十
四
号
、
一
九
六
四
年
三
月
、
一
三
三
－
一
三
四
頁
。）
に
お
い
て
、
北
海
道
移

住
が
ハ
ワ
イ
移
住
の
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ハ
ワ
イ
や
カ
ナ

ダ
へ
の
移
住
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
北
海
道
移
住
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
磯
田
村
＝
湖
東
移
住
村
で
は
先
駆
け
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
の
市
町
村

に
お
い
て
は
必
ず
し
も
「
先
駆
け
」
と
も
言
え
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

（
26
）　

府
県
統
計
書
に
は
府
県
ご
と
の
差
異
も
あ
る
。
一
般
に
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）

年
に
内
務
省
に
よ
っ
て
「
統
計
様
式
」
が
設
定
さ
れ
（「
内
務
省
乙
第
三
六
号
達
」　
『
官

報
』　

第
三
五
六
号
、
一
八
八
四
年
九
月
三
日
付　

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/
pid/2943560/　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
）、
全
国
で
統
一
し

た
様
式
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、
当
該
布
達
は
早
く
も
、

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
は
「
内
務
省
訓
令
第
七
号
」
で
廃
さ
れ
て
い
る
（「
内
務

省
訓
令
第
七
号
」　
『
官
報
』　

第
二
九
五
八
号
、
一
八
九
三
年
五
月
一
二
日
付　

http://
dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2946222/�

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一

日
）。
そ
の
廃
止
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
出
移
民
に
関
わ
る
デ
ー
タ
も
県
に
よ
っ
て

は
掲
載
さ
れ
る
章
が
異
な
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
福
岡
県
な
ど
で
は
海
外
在
留
者
数

が
「
人
口
」
で
は
な
く
「
警
察
」
の
章
に
示
さ
れ
る
。
花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た

府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
三
－
六
頁
。
様
式
廃
止
後
も
府
県
が
統
計
書
の
刊

行
を
続
け
た
こ
と
に
つ
い
て
、
神
立
春
樹
は
当
該
府
県
の
統
計
を
と
り
ま
と
め
て
各
省
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
府
県
統
計
書
と
し
て
刊
行
し
つ
づ
け
た
、
と
い
う
見

解
を
示
し
て
い
る
。
神
立　

春
樹　
「
近
代
地
域
史
研
究
資
料
と
し
て
の
府
県
統
計
書
―

大
学
図
書
館
備
え
付
け
の
意
義
―
」　
『
岡
山
大
学
経
済
学
会
雑
誌
』　

第
二
六
巻
第
一
号
、

一
九
九
四
年
、
一
九
六
－
一
九
七
頁
。
な
お
、
神
立
は
、
各
府
県
に
お
け
る
統
計
書
の
刊

行
状
況
を
把
握
で
き
る
文
献
と
し
て
、
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
日
本
経
済
統
計
文
献
セ
ン

タ
ー
刊
行
の
『
明
治
期
に
お
け
る
府
県
総
括
統
計
書
書
誌
―
「
勧
業
年
報
」
に
よ
る
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
編
成
事
業
報
告
書
（
６
）
―
』
を
紹
介
し
て
い
る
。
同
書
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
ペ

ー
ジ
で
閲
覧
が
可
能
で
る
。http://rcisss.ier.hit-u.ac.jp/Japanese/introduction/

六
九

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に



tss/tss025.pdf　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
一
月
一
〇
日
。

（
27
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
表
一
、四
頁
。

以
下
、
一
七
県
の
統
計
書
に
掲
載
さ
れ
た
出
移
民
関
係
項
目
に
つ
い
て
は
、
特
記
し
な
い

限
り
、
花
木
の
論
文
に
掲
載
さ
れ
た
「
表
一　

府
県
統
計
書
に
お
け
る
出
移
民
関
係
項
目

の
記
載
状
況
」
に
基
づ
く
。

（
28
）　

統
計
関
係
の
書
籍
と
し
て
は
、
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
の
も
の
が
最
も
古
い
が
、

そ
れ
は
『
滋
賀
県
治
一
覧
概
表
』
と
い
う
書
名
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
統
計
書
」
の
名
が

付
さ
れ
た
も
の
を
最
古
の
「
県
統
計
書
」
と
す
る
。

（
29
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
五
頁
。

（
30
）　

た
だ
し
、
た
と
え
ば
福
岡
県
統
計
書
は
一
八
八
七
年
十
一
月
に
発
行
さ
れ
て
い
る
に

た
い
し
、
滋
賀
県
の
ば
あ
い
、
一
八
八
八
年
ま
で
の
三
年
分
を
ま
と
め
て
一
八
九
〇
年
三

月
に
発
行
し
て
い
る
。

（
31
）　

鳥
取
県
統
計
書
も
一
八
八
六
年
と
一
八
八
七
年
と
が
一
八
八
九
年
五
月
に
ま
と
め
て

発
行
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
六
頁
。
花
木

は
「
在
外
者
数
」
と
い
う
名
辞
を
用
い
て
い
る
が
、「
在
外
者
」
と
は
日
本
国
内
に
住
所

や
居
所
を
持
た
な
い
も
の
の
謂
で
あ
り
、「
海
外
在
留
者
」
と
同
義
で
あ
る
。

（
33
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
五
頁
。

（
34
）　

沖
縄
県
の
ば
あ
い
、琉
球
王
国
時
代
の
行
政
区
で
あ
る
「
間
切
」ご
と
の
数
値
で
あ
る
。

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
五
頁
。

（
35
）　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。　
　
　

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807650　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
一

月
一
六
日
。　

（
36
）　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。　
　
　

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/807982　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
一

月
一
六
日
。

（
37
）　

花
木　
「
移
民
資
料
と
し
て
み
た
府
県
統
計
書
の
特
性
と
そ
の
活
用
」、
五
頁
。

（
38
）　

た
だ
し
、
一
八
八
五
（
明
治
一
八
）
年
に
始
ま
る
官
約
ハ
ワ
イ
移
民
は
、
ハ
ワ
イ
側

代
表
で
あ
る
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
カ
ー
・
ア
ー
ウ
ィ
ン
が
神
奈
川
県
知
事
に
募
集
を
依
頼

す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
た
め
（
児
玉　
『
日
本
移
民
史
研
究
序
説
』、
四
八
頁
。）、

『
神
奈
川
県
統
計
書
』
に
他
府
県
の
移
民
数
や
送
金
額
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
滋
賀
県

を
本
籍
と
す
る
ハ
ワ
イ
移
民
た
ち
の
県
へ
の
送
金
額
は
こ
こ
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、『
明
治
二
〇
年
神
奈
川
県
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）

年
時
点
で
、
八
九
八
円
八
三
六
厘
の
送
金
が
滋
賀
県
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
広
島
・
山

口
の
両
県
に
は
一
万
円
以
上
の
福
岡
・
熊
本
の
両
県
も
二
千
円
以
上
の
送
金
が
あ
る
が
、

そ
の
四
県
に
続
く
五
番
目
に
多
い
送
金
額
で
あ
る
。
な
お
当
時
、
滋
賀
県
か
ら
は
男
性

六
四
人
、
女
性
六
人
が
ハ
ワ
イ
に
出
稼
人
と
し
て
在
留
し
て
お
り
、
そ
の
年
、
女
性
二
人

が
ハ
ワ
イ
へ
と
横
浜
港
を
出
航
し
、
そ
の
二
人
は
一
二
歳
未
満
が
一
人
、
三
〇
以
上
三
五

歳
未
満
が
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。『
明
治
二
十
年
神
奈
川
県
統
計
書
』
も
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。http://dl.ndl.go.jp/

info:ndljp/pid/806412　

最
終
ア
ク
セ
ス
日　

二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
。

（
39
）　

児
玉　
『
日
本
移
民
史
研
究
序
説
』、
六
〇
－
九
七
頁
。

（
40
）　

ち
な
み
に
、
こ
の
年
、
カ
ナ
ダ
に
は
二
八
五
人
が
「
出
稼
」
で
旅
券
を
受
け
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
示
さ
れ
る
メ
キ
シ
コ
へ
の
「
出
稼
」
人
数
は
、
既
存
の
研
究
と
の
あ
い

だ
で
大
き
な
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。O

ta�M
ishim

a,�M
aría�Elena,�Siete�m

igraciones�
japoneses�en�M

éxico:�1890

－1978,�M
éxico:�El�Colegio�de�M

éxico,�1982,�págs.�
171

－172,�Cuadro25.

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
「
出
身
地
別
日
本
人
メ
キ
シ
コ
移
民

数
」（
ア
ケ
ミ
・
キ
ク
ム
ラ
＝
ヤ
ノ
編　
『
ア
メ
リ
カ
大
陸
日
系
百
科
事
典
―
写
真
と
絵
で

見
る
日
系
人
の
歴
史
』　

明
石
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
三
〇
七
頁
。）
に
あ
る
一
八
九
〇
－

一
九
四
〇
年
の
期
間
に
お
け
る
移
民
数
は
、
五
〇
名
で
あ
る
福
岡
県
が
最
大
と
な
っ
て
い

る
。
同
表
に
も
転
載
さ
れ
て
い
る
、O

ta�M
ishim

a

が
メ
キ
シ
コ
側
の
資
料
に
基
づ
い
て

作
成
し
た
一
八
九
〇
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
日
本
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
の
移
民
数
の

表
に
よ
れ
ば
、
当
該
期
間
六
〇
年
間
に
滋
賀
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
の
移
住
者
は
二
八
人
で
、

日
系
移
民
全
体
の
〇
、八
％
に
過
ぎ
な
い
。O

ta�M
ishim

a,�M
aría�Elena,�D

estino�
M
éxico:�U

n�estudio�de�las�m
igraciones�asiáticas�a�M

éxico,�siglos�X
IX
�y�X

X
, �

M
éxico:�El�Colegio�de�M

éxico,�1997,�págs.�89-90,�Cuadro�7.�

送
出
国
の
旅
券
下

付
数
と
受
入
国
の
記
録
と
の
開
き
は
大
き
く
、
た
ん
に
旅
券
を
下
付
さ
れ
て
も
出
国
で
き

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
と
は
思
わ
れ
な
い
。

滋
賀
大
学
経
済
学
部
附
属
史
料
館
研
究
紀
要　

第
五
十
一
号

七
〇



（
41
）　

石
川　

友
紀　
『
日
本
移
民
の
地
理
的
研
究
』　

榕
樹
社
、
一
九
九
七
年
、
四
九
－

五
一
、一
六
五
－
一
七
一
頁
。

（
42
）　

平
井　

松
午　
「
近
代
日
本
に
お
け
る
移
民
の
創
出
過
程
と
多
出
地
域
の
形
成
―
北
海

道
移
民
と
海
外
移
民
と
の
比
較
か
ら
―
」　
『
歴
史
地
理
学
』　

第
四
四
巻
一
号
（
二
〇
七

号
）、
二
〇
〇
二
年
一
月
、
二
七
－
二
八
頁
。

（
43
）　

岡
部　
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』、
五
頁
。

（
44
）　

岡
部　
『
海
を
渡
っ
た
日
本
人
』、
九
頁
。

（
45
）　

川
崎　
「
滋
賀
県
海
外
移
住
史
資
料
Ⅱ
」、
一
〇
七
頁
。
た
だ
し
、
論
考
で
は
渡
航
者

と
移
民
数
の
差
は
グ
ラ
フ
化
さ
れ
図
二
と
し
て
示
さ
れ
る
が
、
渡
航
先
お
よ
び
出
身
市
郡

を
示
す
表
二
、
表
三
は
渡
航
者
数
で
作
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
二
、
表
三
は
、
年
次
の

相
違
は
あ
る
も
の
の
『
海
を
渡
っ
た
近
江
の
人
た
ち
』
に
も
表
二
六
（
渡
航
先
）
お
よ
び

表
二
七
（
出
身
郡
市
別
）
と
し
て
転
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
渡
航
目
的
別
の
表
は
示
さ

れ
な
い
。

（
46
）　
「
北
緯
三
十
一
度
十
二
分
／
東
経
百
七
十
四
度
四
十
分
」　
『
会
報　

創
立
六
十
周
年
・

奉
安
殿
竣
工
記
念
号
』　

山
本
小
学
校
同
窓
会
、
一
九
三
二
年
、
五
六
頁
。

（
47
）　

滋
賀
と
メ
キ
シ
コ
移
民
の
関
係
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
か
ら
メ
キ
シ
コ
へ
の
最
初

の
植
民
事
業
と
な
っ
た
殖
民
協
会
・
日
墨
拓
殖
会
社
に
よ
る
植
民
、
い
わ
ゆ
る
「
榎
本
殖

民
」
事
業
を
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
に
引
き
継
い
だ
の
が
滋
賀
県
出
身
の
藤
野
辰
次

郎
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
管
理
人
と
し
て
派
遣
し
た
の
は
布
施
常
松
で
あ
り
、
布

施
は
同
郷
の
妻
り
よ
と
と
も
に
早
く
か
ら
メ
キ
シ
コ
に
帰
化
し
、
藤
野
農
場
の
開
拓
・
運

営
、
そ
し
て
一
九
〇
九
年
に
藤
野
が
没
し
た
あ
と
に
は
自
ら
の
農
場
経
営
に
あ
た
っ
た
。

ま
た
藤
野
農
場
は
、
そ
の
の
ち
初
代
辰
次
郎
の
養
子
小
澤
啓
三
（
蒲
生
郡
市
邊
村
出
身
）

つ
ま
り
二
代
目
藤
野
辰
次
郎
と
、
高
橋
政
右
衛
門
（
愛
知
郡
日
枝
村
下
枝
出
身
）
と
が

一
九
二
〇
年
に
興
し
た
日
墨
興
業
株
式
会
社
が
農
場
経
営
と
商
店
経
営
に
あ
た
っ
た
。
こ

の
農
場
に
派
遣
さ
れ
た
管
理
人
の
ひ
と
り
も
、
松
井
猪
三
郎
と
い
う
滋
賀
県
出
身
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
榎
本
武
揚
が
始
め
た
メ
キ
シ
コ
植
民
事
業
は
滋
賀
県
出
身
者
に
よ
っ
て

承
継
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
布
施
お
よ
び
榎
本
植
民
地
と
滋
賀
県
と
の
つ
な
が
り
に

つ
い
て
は
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。BA

N
N
O
,�T
etsuya,�U

n�inm
igrante�japonés�de�

Shiga,�quien�decidió�ser�m
exicano,�W

orking�Paper�Series�N
o.�272,�Faculty�

of�Econom
ics,�Shiga�U

niversity,�Septem
ber�2017.

（
48
）　

一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
に
「
海
外
渡
航
人
員
」
と
し
て
掲
載
が
始
ま
る
が
、
当

該
年
は
「
本
表
ハ
年
中
渡
航
者
ノ
員
数
ニ
ア
ラ
ス
／
前
々
年
ヨ
リ
渡
航
セ
ル
モ
ノ
ヽ
年

末
現
在
総
数
ヲ
掲
載
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
当
該
年
の
渡
航
者
に
つ
い

て
掲
載
さ
れ
る
の
は
、
翌
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
か
ら
で
あ
る
。
表
名
は
そ
の
の

ち
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）
年
か
ら
「
海
外
旅
券
下
附
人
員
」
に
変
わ
り
、
さ
ら
に

一
九
一
四
（
大
正
三
）
年
よ
り
「
海
外
旅
券
下
附
及
渡
航
許
可
人
員
」
と
変
更
さ
れ
る
。

（
49
）　

日
本
の
保
護
国
と
な
る
以
前
の
大
韓
帝
国
へ
の
渡
航
者
も
含
む
。

（
50
）　

こ
の
時
期
は
ま
だ
旅
券
を
必
要
と
し
た
時
期
で
あ
り
、
数
値
は
「
海
外
渡
航
人
員
」

表
あ
る
い
は
「
海
外
旅
券
下
附
人
員
」
表
に
よ
る
。

七
一

明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
滋
賀
県
出
移
民
史
再
考
の
た
め
に




